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一般企業での
雇用を希望
する障害者

一般企業での
雇用を希望
する障害者

就職就職
継続的な
雇用の
実現

継続的な
雇用の
実現

福祉施策
(就労移行支援事業等)

職場開拓等

トライアル雇用
ジョブコーチ
委託訓練等 雇用施策

職業評価
職業相談
職場開拓等

ジョブコーチ
定着支援

定着支援

施設体系の見直しに
よる一般就労への移
行促進（障害者自立
支援法）

拡充
※ 障害者就業・生活支援センター事業

（就業と生活の両面にわたる一体的な相談・助言等）

失
業
・
離
職再チャレンジ

障害者雇用促進法改正
に併せて創設

職業紹介

※ 地域障害者就労支援事業
ハローワークが福祉施設等と連携して、個々の障害者に
応じた支援計画を策定。計画に基づく就職・職場定着支援。

障害者雇用促進法改正
による拡充

作業訓練
・基礎体力養成
・対人関係構築
・施設外授産

等

雇用と福祉の連携による就労支援雇用と福祉の連携による就労支援
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市町村、支庁
福祉事務所

就労継続支援
雇用型

職業能力開発校

相談支援事業

障害者就業・
生活支援センター

地域障害者
職業センター

就労継続支援
非雇用型

【Ｂ障害福祉圏域】

障害者雇用支援
合同会議（仮称）

市町村、支庁
福祉事務所

就労継続支援
雇用型

相談支援事業

就労継続支援
非雇用型

【Ａ障害福祉圏域】

障害者雇用支援
合同会議（仮称）

ハローワーク

就労移行支援

当該圏域に不足している事業は、
当該事業を有する近隣の圏域と連携

【Ａ県の場合】

「Ａ県障害者雇用合同部会（仮称）」を設置

企業（特例子会社等）
経営者団体

都道府県単位に設置されている
事業は、適宜各圏域の事業を
バックアップ

都道府県

都道府県・圏域における就労支援ネットワーク都道府県・圏域における就労支援ネットワーク

養護学校等 医療機関等

養護学校等
医療機関等

労働局

経営者団体

企業（特例子会社等）
経営者団体

ハローワーク
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障害福祉サービスの基盤整備について
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１．障害福祉計画について

○ 国は、「基本指針」において、障害福祉計画作成に当たって基本となる理念、サービス見込量の算定の考え方、

計画的な基盤整備を進めるための取組みなど、下記の事項について定めるものとする

・障害福祉サービス及び相談支援の提供体制の確保に関する基本事項

・市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の作成に関する事項

・その他自立支援給付及び地域生活支援事業の円滑な実施を確保するために必要な事項

○ 市町村及び都道府県は、「基本指針」を踏まえ、平成23年度までの新サービス体系への移行を念頭に置きながら

数値目標を設定し、平成18年度中に平成20年度までを第1期とする障害福祉計画を策定するものとする

第１期計画期間
（１８年度中に策定）

平成１８年春 １９年度 ２０年度

国
の
基
本
指
針

※ 第１期の実績を踏まえ、

第２期計画を策定

第２期計画期間

新サービス体系への移行

障害福祉計画策定
(都道府県、市町村)

基本指針に則して、平成２３年度を目
標において、地域の実情に応じ、
サービスの数値目標を設定

・訪問系サービス

・日中活動系サービス

・居住系サービス

２１年度 ２２年度 ２３年度１８年度

障害福祉計画策定
(都道府県、市町村)

平
成

年
度
の
数
値
目
標

２３
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２．障害福祉計画の基本的理念

１．障害者の自己決定と自己選択の尊重

ノーマライゼーションの理念の下、障害の種別、程度を問わず、障害者が自らその居住する場所
を選択し、その必要とする障害福祉サービスその他の支援を受けつつ、障害者の自立と社会参加
の実現を図っていくことを基本として、障害福祉サービスの提供基盤の整備を進めること

２．市町村を基本とする仕組みへの統一と三障害の制度の一元化

障害福祉サービスに関し、市町村を基本とする仕組みに統一するとともに、従来、身体障害、知的
障害、精神障害と障害種別ごとに分かれていた制度を一元化することにより、立ち後れている精神
障害者などに対するサービスの充実を図り、都道府県の適切な支援等を通じて地域間で大きな格
差のあるサービス水準の均てん化を図ること

３．地域生活移行や就労支援等の課題に対応したサービス基盤の整備

障害者の自立支援の観点から、地域生活移行や就労支援といった新たな課題に対応したサービ
ス提供基盤を整えるとともに、障害者の生活を地域全体で支えるシステムを実現するため、身近な
地域におけるサービス拠点づくり、ＮＰＯ等によるインフォーマルサービスの提供など、地域の社会
資源を最大限に活用し、基盤整備を進めること

市町村及び都道府県は、障害者の自立と社会参加を基本とする障害者基本法の理念を踏ま
えつつ、次に掲げる点に配慮して、障害福祉計画を作成することが必要である。


